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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第２部門第５区分
【発行日】令和1年10月3日(2019.10.3)

【公開番号】特開2019-38335(P2019-38335A)
【公開日】平成31年3月14日(2019.3.14)
【年通号数】公開・登録公報2019-010
【出願番号】特願2017-160340(P2017-160340)
【国際特許分類】
   Ｂ６０Ｈ   1/24     (2006.01)
   Ｆ２４Ｆ  11/88     (2018.01)
   Ｆ２４Ｆ  11/89     (2018.01)
   Ｆ２４Ｆ 110/00     (2018.01)
【ＦＩ】
   Ｂ６０Ｈ    1/24     ６６１Ａ
   Ｂ６０Ｈ    1/24     ６６１Ｃ
   Ｆ２４Ｆ   11/02     １０３Ａ

【手続補正書】
【提出日】令和1年8月26日(2019.8.26)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　車室内へ吹き出る空気が流通する通風路（２４）が形成された空調ケース（２１）と、
発光部（３２１）から発せされた光を受光部（３２２）が受光することにより前記通風路
の埃濃度を検出する埃センサ（３２）とを有する空調ユニット（２）において用いられる
空調制御装置であって、
　前記埃センサに結露が発生したか否かを判定する結露判定部（Ｓ０３０）と、
　前記埃センサに結露が発生したと前記結露判定部により判定された場合には、結露発生
中の埃濃度として取り扱われる結露中埃濃度値（Ｄｃ）を、前記埃センサが該埃センサの
結露発生前に検出した埃濃度の検出値である結露前検出値（Ｄｂｍ）に基づいて決定する
値決定部（Ｓ０４０、Ｓ０４１）と、
　前記埃濃度の検出値が前記埃センサの結露発生前に上昇していたか否かを判定する埃濃
度上昇判定部（Ｓ０３１）とを備え、
　前記埃センサに結露が発生したと前記結露判定部により判定された場合において、前記
値決定部は、前記埃濃度の検出値が前記埃センサの結露発生前に上昇していたと前記埃濃
度上昇判定部により判定された場合には、前記結露中埃濃度値を前記結露前検出値よりも
大きい値にするように該結露中埃濃度値を決定する、空調制御装置。
【請求項２】
　前記埃センサに結露が発生したと前記結露判定部により判定された場合において、前記
値決定部は、前記埃濃度の検出値が前記埃センサの結露発生前に上昇してはいないと前記
埃濃度上昇判定部により判定された場合には、前記埃濃度の検出値が前記埃センサの結露
発生前に上昇していたと判定される場合よりも前記結露中埃濃度値を小さい値にするよう
に該結露中埃濃度値を決定する、請求項１に記載の空調制御装置。
【請求項３】
　前記埃センサによる前記埃濃度の検出は周期的に繰り返し実行され、
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　前記結露前検出値は、前記埃センサの結露開始時点に対する前回の検出で得られた前記
埃濃度の検出値である、請求項１または２に記載の空調制御装置。
【請求項４】
　車室内へ吹き出る空気が流通する通風路（２４）が形成された空調ケース（２１）と、
発光部（３２１）から発せされた光を受光部（３２２）が受光することにより前記通風路
の埃濃度を検出する埃センサ（３２）とを有する空調ユニット（２）において用いられる
空調制御装置であって、
　前記埃センサに結露が発生したか否かを判定する結露判定部（Ｓ０３０）と、
　前記埃センサに結露が発生したと前記結露判定部により判定された場合に、前記車室内
の埃濃度を上昇させる原因になる所定の埃濃度上昇要因が発生したか否かを判定する要因
判定部（Ｓ０８２）と、
　前記埃濃度上昇要因が発生したと前記要因判定部により判定された場合に埃濃度低減制
御を実施する制御実施部（Ｓ０９２、Ｓ１０２）とを備え、
　前記埃濃度低減制御は、該埃濃度低減制御の開始前に比して前記車室内の埃濃度が低減
されるように前記空調ユニットを作動させる制御である、空調制御装置。
【請求項５】
　前記埃センサに結露が発生したと前記結露判定部により判定された場合に、前記車室内
の埃濃度を上昇させる原因になる所定の埃濃度上昇要因が発生したか否かを判定する要因
判定部（Ｓ０８２）と、
　前記埃濃度上昇要因が発生したと前記要因判定部により判定された場合に埃濃度低減制
御を実施する制御実施部（Ｓ０９２、Ｓ１０２）とを備え、
　前記埃濃度低減制御は、該埃濃度低減制御の開始前に比して前記車室内の埃濃度が低減
されるように前記空調ユニットを作動させる制御である、請求項１ないし３のいずれか１
つに記載の空調制御装置。
【請求項６】
　前記埃センサに結露が発生したと前記結露判定部により判定された場合に、前記埃セン
サの結露発生を通知装置（４６１）により乗員へ知らせる結露通知部（Ｓ０５３、Ｓ０６
３）を備えている、請求項４または５に記載の空調制御装置。
【請求項７】
　前記制御実施部は、乗員の手動操作により前記埃濃度低減制御の実施が指示された場合
にも、前記埃濃度低減制御を実施する、請求項４ないし６のいずれか１つに記載の空調制
御装置。
【請求項８】
　前記結露判定部は、経過時間に対する前記埃濃度の検出値の変化割合が所定の限度を超
えて変化した場合に、前記埃センサに結露が発生したと判定する、請求項１ないし７のい
ずれか１つに記載の空調制御装置。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００７
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００７】
　上記目的を達成するため、請求項１に記載の空調制御装置は、
　車室内へ吹き出る空気が流通する通風路（２４）が形成された空調ケース（２１）と、
発光部（３２１）から発せされた光を受光部（３２２）が受光することにより通風路の埃
濃度を検出する埃センサ（３２）とを有する空調ユニット（２）において用いられる空調
制御装置であって、
　埃センサに結露が発生したか否かを判定する結露判定部（Ｓ０３０）と、
　埃センサに結露が発生したと結露判定部により判定された場合には、結露発生中の埃濃
度として取り扱われる結露中埃濃度値（Ｄｃ）を、埃センサがその埃センサの結露発生前
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に検出した埃濃度の検出値である結露前検出値（Ｄｂｍ）に基づいて決定する値決定部（
Ｓ０４０、Ｓ０４１）と、
　埃濃度の検出値が埃センサの結露発生前に上昇していたか否かを判定する埃濃度上昇判
定部（Ｓ０３１）とを備え、
　埃センサに結露が発生したと結露判定部により判定された場合において、値決定部は、
埃濃度の検出値が埃センサの結露発生前に上昇していたと埃濃度上昇判定部により判定さ
れた場合には、結露中埃濃度値を結露前検出値よりも大きい値にするようにその結露中埃
濃度値を決定する。
【手続補正３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００９
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００９】
　また、請求項４に記載の空調制御装置は、
　車室内へ吹き出る空気が流通する通風路（２４）が形成された空調ケース（２１）と、
発光部（３２１）から発せされた光を受光部（３２２）が受光することにより通風路の埃
濃度を検出する埃センサ（３２）とを有する空調ユニット（２）において用いられる空調
制御装置であって、
　埃センサに結露が発生したか否かを判定する結露判定部（Ｓ０３０）と、
　埃センサに結露が発生したと結露判定部により判定された場合に、車室内の埃濃度を上
昇させる原因になる所定の埃濃度上昇要因が発生したか否かを判定する要因判定部（Ｓ０
８２）と、
　埃濃度上昇要因が発生したと要因判定部により判定された場合に埃濃度低減制御を実施
する制御実施部（Ｓ０９２、Ｓ１０２）とを備え、
　埃濃度低減制御は、その埃濃度低減制御の開始前に比して車室内の埃濃度が低減される
ように空調ユニットを作動させる制御である。
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